
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆盛り上がりをみせている「人的資本経営」 

近年盛り上がりをみせている「人的資本」や「人的

資本経営」のテーマですが、今年の８月 30日には内閣

官房から「人的資本可視化指針」が公表され、様々な

媒体で取り上げられているところです。本指針は上場

企業向けに人的資本に関する開示のガイドラインを

示したもので、「人材戦略」の在り方について提言し

た「人材版伊藤レポート（2020年９月）」「人材版伊

藤レポート 2.0（2022年５月）」と併せて活用するこ

とが想定されています。これらは今後の企業経営の方

向性の参考になるものとして、非上場企業にとっても

無視できない内容となっています。 

 

◆企業の人的資本の活性度は約 30～40％ 

「人的資本経営」は、経済産業省の定義では「人材

を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出す

ことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあ

り方」であると示されています。 

株式会社リクルートが企業で働く 10,459 人を対象

に実施した人的資本経営をテーマとした調査によれ

ば、今の職場が最適な部署配置だと感じている人、自

分の知識やスキル・経験を活かすようなジョブ・アサ

インメント（仕事の割り当て）を実感している人の割

合は約 30％、現在の仕事に関する知識やスキル・経験

を言語化できる人、現在の仕事のレベルを高めるため

に必要な知識やスキル・経験を理解している人の割合

は約 40％という結果だったそうです。 

このような結果からみえる企業の現況は、「人材の

価値を最大限に引き出す」という人的資本経営からは

隔たりのあるものといえるでしょう。 

 

◆今後の動きにも要注目 

とかく大企業中心と考えられがちな「人的資本経営」

ですが、中小企業でも人材獲得の面などから注目され

ています。８月には、経済産業省および金融庁がオブ

ザーバーとして参加する、人的資本経営の実践に関す

る先進事例の共有、企業間協力に向けた議論、効果的

な情報開示の検討を行う「人的資本経営コンソーシア

ム」が設立され、様々な情報が出されることが予想さ

れます。今後の動きも注視していきたいところです。 

 
【経済産業省「人的資本経営 ～人材の価値を最大限に

引き出す～」】 

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinteki_shih

on/index.html 

 

【内閣官房「人的資本可視化指針」】 

https://www.cas.go.jp/jp/houdou/pdf/20220830shiryo

u1.pdf 

 

【株式会社リクルート「人的資本経営に関する働く人の

意識調査（2022）」】 

https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/as

sets/20220929_hr_01.pdf 
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◆65歳以上の高齢者の体力は低下傾向にある！ 

 70歳までの雇用・就業機会の確保に向けた取組みを

行うことが努力義務として企業に課せられているな

か、気になるデータが公表されました。 

高齢者の体力の低下傾向が顕著であることが、スポ

ーツ庁の体力・運動能力調査（2021年度）でわかった

のです。特に、65～74 歳の男性の体力は過去 10 年間

で最低を記録。週１日以上の頻度で運動している人の

割合も同区分では減少しており、専門家は、「高齢者に

運動習慣が広がり体力向上につながっていた流れが、

頭打ちとなってきた」と警戒しています。 

 

◆労働災害が増加する心配も…… 

 高齢者の体力の低下は、労働災害の増加にもつなが

ります。そもそも高年齢層の労働災害発生率は若年層

に比べ相対的に高いのですが、これは身体機能や体力

の低下といった高齢者特有の事情によるものと考え

られるところ、今後ますます労働災害の発生件数が増

えることが懸念されます。働く高齢者が増えるなか、

企業としては、従来の想定以上に高齢者の体力が落ち

ていることを念頭に、安全に働いてもらうことのでき

る職場づくりを行っていかなければなりません。 

 

◆特に重要な課題は「転倒対策」 

 特に意識して対応策を講じたいのは、年齢の上昇に

着目した対策が必要な労働災害と位置づけられる「転

倒災害」です。職場内の段差を極力なくす、通路を整

頓して通行しやすくするといった対策を講じるとと

もに、厚生労働省作成の「転倒等リスク評価セルフチ

ェック票」等を活用するなどして、自身の身体機能の

状態について知っていただき、無理な動作をしないよ

う心がけてもらうようにするのが有効です。職種によ

っては、安全作業に必要な体力について定量的に測定

する手法や評価基準について定め、高齢労働者の体力

を把握することも必要でしょう。さっそく取組みを始

めてみませんか。 

 

【スポーツ庁「令和３年度体力・運動能力調査の結果に

ついて」】 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/houdou/2020/1

421919_00002.htm 

 

 

 

 

 
 

◆マイナンバーカードで失業認定手続 

 これまで、失業の認定の際には、受給資格決定時に

申請者が提出した写真を貼付した雇用保険受給資格

者証（以下、「受給資格者証」という）等で、本人確

認や処理結果の知が行われていました。令和４年 10月

１日以降に受給資格決定される方について、本人が希

望する場合には、マイナンバーカードによる本人認証

を活用することで手続きを完了できるようになりま

した。マイナンバーカードを活用する場合には、受給

資格者証に添付する写真や失業の認定等の手続きご

との受給資格者証の持参が不要になります。 

 

◆対象となる手続きと受給資格者証等 

 以下の手続きの際、マイナンバーカードで本人認証

を行う場合は、受給資格者証等の提出が不要になりま

した。なお、各種手続の処理結果は、下記（ ）内の受

給資格通知等に印字し、交付されます。 

〇雇用保険受給資格者証（雇用保険受給資格通知を交

付） 

〇雇用保険高年齢受給資格者証（雇用保険高年齢受給

資格通知を交付） 

〇雇用保険特例受給資格者証（雇用保険特例受給資格

通知を交付） 

〇教育訓練給費金および教育訓練支援給付金受給資

格者証（教育訓練受給資格通知を交付） 

 

◆気をつけたい点 

 気をつけたい点もあります。マイナンバーカードを

活用して失業認定等の手続きを希望した場合、それ以

降は原則として受給資格者証等による手続きに変更

することができません。また、本人認証時のパスワー

ド入力時に３回連続で誤入力するとロックがかかり、

パスワード再設定の手続きが必要です。当該手続をす

るという方には、ご案内するとよいでしょう。 

 

【厚生労働省「マイナンバーカードで失業認定手続がで

きるようになります」】 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221005S0

032.pdf 

 

 

 

高齢者の体力は低下傾向！  

これから企業が対策を講ずべきこと 

マイナンバーカードで失業認定手続が

可能に 
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